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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた

社会福祉施設等の感染防止対策の徹底について（通知）

本日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受けた「特措

法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」が別添のとおり改定されましたが、

社会福祉施設等においては、下記のとおり対応くださいますようお願いします。

1 事業の継続について

社会福祉施設等については、利用者の方々やその家族の生活を継続する上で欠か

せないものであることから、既に要請しているとおり、引き続き感染防止対策に留

意の上、必要なサービスが提供されるよう、事業の継続をお願いします。

2 感染防止対策の徹底とご留意いただく事項

本県では、これまでも新型コロナウイルス感染症神奈川県対策本部として、「感染

拡大防止対策」及び「感染症が疑われる者が発生した場合の対応」をお示ししてき

たところですが、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について

（その 2）」（令和 2年 4月7日厚生労働省事務連絡）を踏まえ、感染拡大防止対策

等を別添のとおり改めて策定しました。

社会福祉施設等においては、この通知に基づき、対策の徹底を図るとともに、特

に、通所又は短期入所サービスは、外部からウイルスを持ち込むリスクが高いため、

個々の事業所の状況により、サービスの実施方法に留意しながら、感染防止対策に

万全を期すようお願いします。

なお、今後の状況によっては、感染者が発生するなどして休業せざるを得なくな

り、必要なサービスが受けられず、日常生活の維持が困難になる利用者も想定され

るため、各事業所等においては、そうした事態に備えて、現時点から次の対応を検

討してください。

( 1 ) 利用者に必要なサービスが提供されるよう、居宅介護支援事業所や相談支

援事業所、支給決定市町村と連携し、地域の訪問介護や居宅介護等の事業者

による代替サービスの確保に努める。

( 2) 通所又は短期入所担当職員が、自宅を訪問し必要なサービスを提供する。

なお、感染の拡大を抑制するため、訪問による支援が適切でないと判断した



場合、音声通話等の方法で、利用者の健康管理や相談支援等のできる限りの

支援を行う。

(3) 入浴や食事など生命、生活の維持のために継続した支援が必要な利用者に

対しては、十分な感染防止対策を講じた上、個別限定的にサービスを提供す

る。

（その他）

これらのサービスを適切に実施するため、担当する居宅介護支援事業所、相談支

援事業所、支給決定市町村等と相談の上、ケアフラン又はサービス等利用計画を変

更する。

【掲載場所】

介護情報サービスかながわ

→ 書式ライブラリー

→ 11.安全衛生管理・事故関連・防災対策

→ 新型コロナウイルス感染症にかかる情報

(htto://www.rakuraku.or.io/kaiim2/60/lib-list.aso?id=1039&tooid=22) 

障害福祉情報サービスかながわ

→ 書式ライブラリ

→ 1 .神奈川県からのお知らせ

(https:LLwww.rakuraku.orjpLshienhi/liblarγ／L Result2.asp?categor:¥:=3&topid=1) 

問合せ先

福祉部高齢福祉課

福祉施設グループ

保健・居住施設グループ

在宅サービスグループ

福祉部障害サービス課

運営指導グループ

事業支援グループ

福祉施設グループ

電話 045-210-4851 
電話 045-210-4856 
電話 045-210-4840 

電話 045-210-4705 
電話 045-210-4717 
電話 045-285-0738 


